
宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例 

私
た
ち
の
生
活
は
、
「
車
社
会
」
の
進
展
と
と
も
に
、
利
便
性
が
向
上
し
、
経
済
的
に
も
豊
か
さ
を
増
し

た
が
、
一
方
で
、
被
害
者
、
加
害
者
と
も
に
大
き
な
犠
牲
を
払
う
悲
惨
な
交
通
事
故
、
中
で
も
一
人
一
人

の
取
組
に
よ
っ
て
防
止
で
き
る
は
ず
の
飲
酒
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
は
依
然
と
し
て
後
を
絶
た
な
い
状
況

に
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
中
、
平
成
十
七
年
五
月
二
十
二
日
に
は
、
飲
酒
運
転
に
よ
り
、
学
校
行
事
に
参
加
中
の
高
校

生
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る
交
通
死
傷
事
故
が
発
生
し
、
県
民
に
大
き
な
衝
撃
と
深
い
悲
し
み
を
も
た
ら
し

た
。 

飲
酒
運
転
の
根
絶
は
、
県
民
す
べ
て
の
願
い
で
あ
る
。 

車
を
運
転
す
る
者
は
、
飲
酒
運
転
が
引
き
起
こ
す
事
故
の
重
大
性
、
一
瞬
に
し
て
人
命
を
奪
う
車
の
危
険

性
を
十
分
に
認
識
し
、
最
大
限
の
注
意
を
払
っ
て
安
全
運
転
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
車

を
運
転
し
な
い
者
も
、
家
族
や
友
人
を
加
害
者
と
さ
せ
な
い
よ
う
、
飲
酒
運
転
を
さ
せ
な
い
環
境
を
地
域

社
会
と
と
も
に
つ
く
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。 

よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
県
、
市
町
村
、
県
民
等
が
一
体
と
な
り
、
「
飲
酒
運
転
は
犯
罪
」
と
の
意
識
の
も

と
、
「
飲
酒
運
転
を
し
な
い
・
さ
せ
な
い
」
と
い
う
強
い
意
志
を
持
ち
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
向
け
て
取

り
組
む
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
飲
酒
運
転
を
根
絶
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
県
、
市



町
村
及
び
県
民
等
（
県
民
、
事
業
者
等
及
び
事
業
者
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
体
と
な
っ
て
飲

酒
運
転
の
根
絶
の
た
め
の
活
動
を
推
進
し
、
も
っ
て
安
全
で
平
穏
な
県
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 

 

一 

飲
酒
運
転 
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂
取
量
に
か
か
わ
ら
ず
、
酒
気
を
帯
び
た
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る

行
為
を
い
う
。 

 

二 

自
動
車
等 

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
、
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
及
び
同
項
第
十
一
号

の
二
に
規
定
す
る
自
転
車
を
い
う
。 

 

三 

事
業
者
等 

法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
個
人
で
県
内
で
事
業
等
を
行
う
も
の
を
い
う
。 

 

四 

事
業
者
団
体 

事
業
者
等
と
し
て
の
共
通
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
二
以

上
の
事
業
者
等
で
構
成
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。 

 
 

 
 

（
令
六
条
例
六
五
・
一
部
改
正
） 

（
県
の
責
務
） 

第
三
条 

県
は
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す

る
。 



２ 

県
は
、
前
項
の
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
市
町
村
と
の
連
携
に
努
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
そ

の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
協
力
及
び
支

援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

県
は
、
市
町
村
及
び
県
民
等
と
連
携
し
て
第
一
項
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
も

の
と
す
る
。 

（
県
民
の
責
務
） 

第
四
条 

県
民
は
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
の
た
め
に
は
、
県
民
一
人
一
人
の
自
覚
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認

識
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

飲
酒
運
転
を
し
な
い
こ
と
。 

 

二 

飲
酒
運
転
を
さ
せ
な
い
こ
と
。 

 

三 

酒
気
を
帯
び
た
者
が
運
転
す
る
自
動
車
等
に
同
乗
し
な
い
こ
と
。 

２ 

県
民
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

県
民
は
、
飲
酒
運
転
を
し
て
い
る
者
又
は
飲
酒
運
転
を
し
て
い
る
疑
い
の
あ
る
者
を
発
見
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
旨
を
警
察
官
に
通
報
す
る
等
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
事
業
者
等
及
び
事
業
者
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 

事
業
者
等
及
び
事
業
者
団
体
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
等
の
運
行
に
当
た
り
、
運



転
者
が
酒
気
を
帯
び
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
等
飲
酒
運
転
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
事
業
者
等
及
び
事
業
者
団
体
は
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
教
育
、
指
導

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

事
業
者
団
体
は
、
そ
の
団
体
を
構
成
す
る
事
業
者
等
に
対
し
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
啓
発
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

事
業
者
等
及
び
事
業
者
団
体
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
施
策
に

協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
飲
食
店
営
業
者
等
の
責
務
） 

第
六
条 

飲
食
店
営
業
者
等
（
営
業
の
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
設
備
を
設
け
酒
類
を
提
供
し
て
飲
食
さ
せ

る
営
業
を
行
う
者
及
び
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
飲
酒
運
転
を
す
る
こ

と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
酒
類
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

飲
食
店
営
業
者
等
は
、
酒
気
を
帯
び
た
客
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

飲
食
店
営
業
者
等
は
、
客
の
見
や
す
い
場
所
に
飲
酒
運
転
の
防
止
を
呼
び
か
け
る
文
書
等
を
掲
示
す

る
等
飲
酒
運
転
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
駐
車
場
所
有
者
等
の
責
務
） 

第
七
条 

駐
車
場
（
駐
車
場
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
路
上
駐



車
場
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
路
外
駐
車
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す

る
者
は
、
駐
車
場
の
利
用
者
の
見
や
す
い
場
所
に
飲
酒
運
転
の
防
止
を
呼
び
か
け
る
文
書
等
を
掲
示
す

る
等
飲
酒
運
転
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
基
本
方
針
） 

第
八
条 

県
は
、
第
三
条
第
一
項
の
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
基

本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

基
本
方
針
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
意
識
の
高
揚
に
関
す
る
事
項 

二 

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
の
指
定
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
活

動
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

三 

そ
の
他
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
し
て
必
要
な
事
項 

３ 

県
は
、
基
本
方
針
を
策
定
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
知
識
の
普
及
等
） 

第
九
条 

県
は
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
県
民
等
の
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、

飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る
教
育
の
推
進
、
広
報
活
動
の
充
実
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

（
飲
酒
運
転
の
再
発
防
止
の
た
め
の
指
導
等
） 

第
十
条 

県
は
、
飲
酒
運
転
を
し
た
者
に
対
し
、
飲
酒
運
転
の
再
発
防
止
の
た
め
の
指
導
、
教
育
そ
の
他
必



要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
県
は
、
飲
酒
運
転
を
し
た
者
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
に
対
し
て
、
飲
酒
運
転
の
再
発
防
止
の
た
め
の
助

言
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講 

ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
情
報
提
供
） 

第
十
一
条 

公
安
委
員
会
は
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
の
た
め
の
市
町
村
の
施
策
及
び
事
業
者
等
又
は
事
業
者

団
体
の
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
市
町
村
長
及
び
事
業
者
等
又
は
事
業
者
団
体
に
対
し
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
情
報
（
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
る
情
報
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

市
町
村
長
に
対
し
て
は
、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一

項
第
三
号
に
該
当
し
た
住
民
の
一
定
区
域
ご
と
の
数
そ
の
他
飲
酒
運
転
根
絶
の
た
め
の
施
策
の
実
施

に
必
要
な
情
報 

二 

事
業
者
等
に
対
し
て
は
、
勤
務
時
間
中
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項

第
一
号
又
は
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
た
従
業
員
の
数 

三 

事
業
者
団
体
に
対
し
て
は
、
当
該
事
業
者
団
体
を
構
成
す
る
事
業
者
等
の
従
業
員
で
あ
っ
て
、
勤
務

時
間
中
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
百
十
七
条
の
二
の

二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
た
も
の
の
総
数 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
お
け
る
具
体
的
な
区
域
、
時
期
及
び
方
法
に
つ
い
て
は
、
公
安
委

員
会
規
則
で
定
め
る
。 



 
 

 
 

（
平
二
五
条
例
七
七
・
令
六
条
例
六
五
・
一
部
改
正
） 

（
飲
酒
運
転
根
絶
の
日
等
） 

第
十
二
条 

県
民
等
が
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
つ
い
て
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
飲
酒
運
転
の
根 

絶
に
関
す
る
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
飲
酒
運
転
根
絶
の
日
及
び
飲
酒
運
転
根
絶
運
動
の
日
を
設
け
る
。 

２ 

飲
酒
運
転
根
絶
の
日
は
、
五
月
二
十
二
日
と
し
、
県
、
市
町
村
及
び
県
民
等
が
一
体
と
な
っ
て
、
飲
酒

運
転
の
根
絶
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

飲
酒
運
転
根
絶
運
動
の
日
は
、
毎
月
二
十
二
日
と
し
、
県
、
市
町
村
及
び
県
民
等
が
一
体
と
な
っ
て
、
飲

酒
運
転
の
根
絶
の
た
め
の
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
飲
酒
運
転
根
絶
活
動
推
進
委
員
等
） 

第
十
三
条 

公
安
委
員
会
は
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
つ
い
て
県
民
等
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
活
動
を
推
進

す
る
た
め
、
飲
酒
運
転
根
絶
活
動
推
進
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

飲
酒
運
転
根
絶
活
動
推
進
委
員
は
、
公
安
委
員
会
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
地
域
飲
酒
運
転
根
絶
活
動

推
進
委
員
協
議
会
を
組
織
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
被
害
者
等
に
対
す
る
相
談
支
援
体
制
の
充
実
） 

第
十
四
条 

県
は
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
の
被
害
者
、
そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
に
適
切
に
対
応
す

る
た
め
、
相
談
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
等
） 

第
十
五
条 

知
事
は
、
公
安
委
員
会
と
協
議
し
て
、
飲
酒
運
転
の
発
生
状
況
に
照
ら
し
、
飲
酒
運
転
の
根
絶



に
重
点
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
区
域
を
、
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
（
以
下
「
重
点
区
域

」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
重
点
区
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
市

町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
点
区
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
市

町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
は
、
重
点
区
域
の
指
定
の
変
更
又
は
指
定
の
取
消
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

県
は
、
重
点
区
域
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
及
び
県
民
等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
協

力
し
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
の
た
め
の
巡
回
、
啓
発
活
動
そ
の
他
飲
酒
運
転
の
根
絶
の
た
め
の
効
果
的
な
活

動
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
表
彰
） 

第
十
六
条 

知
事
は
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
し
て
特
に
功
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
県
民
等
に
対
し
、
表

彰
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
委
任
） 

第
十
七
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
略
） 

附 

則 

（
略
） 



附 

則
（
令
和
六
年
条
例
第
六
十
五
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
情
報
提
供
に
関
す
る
規
定
の
適
用
） 

２ 

改
正
後
の
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一

項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
自
転
車
を
運
転
し
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の

日
以
後
に
同
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当

し
た
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
か
ら
適
用
す
る
。 


